
 

 

 

 

報 道 機 関 各 位 

令和６年（2024年）２月２６日（月）１０時００分配付 

 

タイトル 「障がい者雇用の一層の促進に関する要請」の実施について 

配付資料  なし 

内容 

（目的・趣旨） 

 本年４月１日から民間企業における障がい者雇用の法定雇用率が 2.3％から

2.5％に、令和８年７月から 2.7％に引き上げられることから、これまで以上

に、障がい者の雇用機会を確保していくことが求められています。 

このため、当振興局では、公共職業安定所や教育機関と連携の上、主要経済

団体を対象に、障がい者雇用の一層の促進、特別支援学校新規学卒予定者の受

け入れなどに関する「訪問による要請」を合同で実施します。 

 

（日程及び場所） 

日程 ２月２８日（水） ３月１２日（火） 

要請者 後志総合振興局長 

小樽公共職業安定所長 

後志総合振興局長 

岩内公共職業安定所長 

要請先 時間 団体 時間 団体 

13:00-13:15 余市商工会議所 9:40-9:55 岩内商工会議所 

14:20-14:35 北海道中小企業家同友

会しりべし・小樽支部 

10:40-10:55 倶知安商工会議所 

14:50-15:10 小樽商工会議所 

(小樽建設協会あての

要請も行う) 

11:20-11:35 後志管内商工会連合会 

（ニセコ町商工会） 

 

参考 当日は、総合振興局長から各団体へ要請文を手交します。 

報道解禁 テレビ・ラジオ・インターネット   月   日（ ）    時以降 

新聞   月   日（ ）    刊以降 

■なし 

☐あり  

 

報道（取材）に 

当たってのお願い 
積極的な取材をよろしくお願いいたします。 

他のクラブとの

同時発表 

■なし 

☐あり 

担当窓口 

後志総合振興局産業振興部商工労働観光課 課長 横山 直輝  

〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北１条東２丁目 

TEL ０１３６－２３－１３６１   


